
政府の犯罪対策に関する取組について

犯罪対策閣僚会議
（１５年９月２日設置）

主宰：内閣総理大臣 構成員：全閣僚 庶務：内閣官房

○ 総合的な犯罪対策の企画立案・総合調整・推進
○ 広汎かつ強力な企画立案・調整機能が必要となる課題への対応

犯罪対策閣僚会議の下に設置
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新たに犯罪対策閣僚会議
の下に位置付け
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資料５




